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令和４年１１月１６日（水）

埼玉県 県土整備部 建設管理課

埼玉県の建設工事について

～労働災害の防止・働き方改革～

＜埼玉建設工事関係者連絡会議＞
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（１）労働災害防止（安全衛生への配慮）の取組
１．土木工事安全施工技術指針

本指針は、土木工事における施工の安全を確保するため、一般的な技術
上の留意事項や施工上必要な措置等の安全施工の技術指針を示したもの。
※直近（Ｒ４．２）の改正内容
「シールドトンネル工事の安全・安心な施工に関するガイドライン」（令和３年１２月シールドトンネル
施工技術検討会）策定に伴う改定

○泥水・添加材の調整と管理
地盤の状態に応じ、泥水式シールドでは泥水の比重及び粘性等について所定の品質を確保すること。
また、泥土圧シールドでは、適切な添加材を混合攪拌して所定の塑性流動性と止水性を満足するように
すること。（追記）

３．建設工事現場における猛暑への対応
猛暑日（日最高気温が３５度以上の日）を、県約款第２１条第１項で

示す「天候の不良」に該当するもとして、工期延長協議の対象に位置付け。
さらに、工事現場の熱中症対策に係る費用として、気候や施工期間を考慮

した、現場管理費の上乗せ補正を試行（Ｒ元～）

２．契約時における確認票
建設工事の契約時に労働災害の防止や公正な取引、過積載や改造車両の

不使用などを記載した「契約時における確認票」を作成し、受発注者双方で
内容を確認する。
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４．コンプライアンス研修の実施
建設業の健全な発展のため、毎年、法令遵守を主テーマとして、

建設業者を対象に開催している。（R4 Web開催予定）
＜内容（予定）＞
・建設業法、独占禁止法等に関する法令遵守
・建設業許可等の電子化、社会保険・建退共への加入
・その他

５．建設職人基本法の県計画の策定
建設工事従事者の安全と健康の確保に関する施策を総合的・計画的に

推進することを目的とし、H29.3に法施行。同法９条に基づき、R3.3に
県計画を策定。県HP及び県政情報センターで公開中。

【URL】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/kensetsusyokuninkihouhou.html

（２）労働災害防止（安全衛生への配慮）の取組

埼玉県

３ 建設業における働き方改革

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/kensetsusyokuninkihouhou.html
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（１）働き方改革に関する県の施策体系

 建設工事の効率化  工事関係書類の削減及び簡素化 ・
 装飾的書類の非評価 ・ 配置技術者の専任規定の緩和

 新技術の活用  新技術の掘り起し ・ 新技術活用の評価

 企業の主体的な
 取組を後押し  総合評価（インターンシップ ・多様な働き方実践企業・

 若手技術者配置）

生産性の向上  情報通信技術の活用  ICT活用工事 ・ ３次元測量や設計

賃金・社会保障
 設計労務単価の引上げ ・ 適正な予定価格の設定 ・
 社会保険への加入促進 ・ 建設キャリアアップシステム ・
 資格取得支援研修 ・ 重層下請改善工事 ・労働環境調査工事
 建設職人基本法（県計画）

 人材確保とシニア活用
関係機関との連携
(地域連携ﾈｯﾄﾜｰｸ)  入職促進(現場見学会・ポスター及び絵画コンクール) ・

 職場定着研修 ・ 資格取得支援研修 ・ シニア指導者研修

建設業の
持続的な発展

担い手の確保
・育成

【取  組】
働き方改革  就労環境

の改善
長時間労働の是正  平準化対策（工事、委託）・ 適正な工期設定 ・

 総合評価（4週8休） ・ 土曜一斉休工 ・ 週休2日制工事
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（２）発注・施工時期の平準化【取組内容】



5

Page 9

埼玉県

（２）発注・施工時期の平準化【取組実績】
◆平準化率（第１四半期稼働件数／年間平均稼働件数）の推移
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（３）休日の確保【週休２日の推進】①

１．総合評価方式での評価 平成２８年度～
○４週８休以上を確保する工程管理を行う場合に加点評価
＜取組実績＞
・平成28年度： ７件発注、 ６件が加点落札
・平成29年度： １４件発注、１３件が加点落札
・平成30年度： ７件発注、 ７件が加点落札
・令和元年度： １２件発注、１１件が加点落札
・令和２年度： １６件発注、１５件が加点落札

○令和３年度からは取り組んだ実績に対し加点評価
・令和３年度： １１件発注、 ４件が加点落札

２．県内建設工事現場の土曜一斉休工 平成２９年度～
○建設業界の意識醸成のための土曜休工
＜取組実績＞
・平成29年度：２回（10月7日、11月4日）
・平成30年度：５回（7月14日、9月15・22日、10月6日、11月24日）
・令和元年度：５回（7月13日、8月10日、9月14・21日、11月2日）
・令和２年度：６回（9月19・26日、10月10・24日、11月14・21日）
・令和３年度：７回（8月21日、9月11・18日、10月9・16日、11月13・20日）

・令和４年度：７回（ 8月20日、9月10・17日、10月8・15日、11月12・19日）



6

Page 11

埼玉県

（３）休日の確保【週休２日の推進】②

３．週休２日制モデル工事の導入 令和元年度～

○週休２日を契約条件とするモデル工事を導入

＜実施方法＞
・「発注者指定型」及び「受注者希望型」を併用

＜経費の補正＞
・週休２日に見合う経費となるよう、国と同様、労務費、機械経費、

共通仮設費、現場管理費を補正して加算計上

＜工事成績評定の加点＞ Ｒ３．２～
・現場閉所の実績に応じて、「創意工夫」の項目において工事成績評定

の加点を行う
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＜効果＞
・重機の日当たり施工量最大1.5倍
・作業員 約1/3

＜Ｒ３実績＞
・１９８件発注 → ７１件実施

撮影方向

ＵＡＶ（無人航空機）

カメラ

（４）情報通信技術の活用【ＩＣＴ工事】
①３次元測量

②３次元データ化

③建機の自動制御
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（５）就業環境の改善 ②

３．建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用モデル工事
令和４年１月～

○建設キャリアアップシステムの活用を条件とするモデル工事を導入

＜実施方法＞
・発注者指定型及び受注者宣言型

＜実施内容＞
・受注者は①事業者登録②現場・契約情報登録③技能者登録④就業履歴

情報登録の４項目について実施

＜インセンティブ＞
・カードリーダー等購入費用や現場でのカードタッチ費用を実績に応じて、

受注者の費用負担を軽減する
・実施内容の基準を達成した場合に、「創意工夫」の項目において工事成

績評定の加点を行う

彩の国 埼玉県 埼玉県県土整備部建設管理課埼玉県マスコット「コバトン」


